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主旨

激変する医療界の動向について､医療経営の視点で必要な情報を提供すると共に､医事業務に必要な実務知識の
提供をしています

発行元：医療関連事業本部 運用企画部 運用企画課

今月のトピックス

2026年診療報酬改定の方向性～外来（その１）、入院（その１）～

中医協において、次期改定に関する議論が開始されています。2025年7月16日には「外来（その
１）」、7月23日には「入院（その１）」が議論されています。その内容を抜粋してご紹介します。

https://www.mhlw.go.jp/content/
10808000/001517951.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/
10808000/001521282.pdf

かかりつけ医機能

今後、要支援・要介護高齢者の外来診
療に関する需要増加が見込まれることを
踏まえ、外来医療の提供にあたり重視す
べき事項についてどのように考えるか。

令和７年４月から 「かかりつけ医機能報告」
が施行され、令和８年１月より医療機関か
らの報告が開始される予定。

地域の外来・在宅医療の提供体制の向
上を目的とする、医療法の「かかりつけ医
機能報告」制度を踏まえて、外来におけ
る診療報酬上の評価のあり方についてど
のように考えるか。

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001517951.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001517951.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001521282.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001521282.pdf


© 2025 NICHIIGAKKAN CO., LTD. All rights reserved. 

NICHII Communication of medical care 生活習慣病対策

前回改定を踏まえ、今後の生活習慣病対
策のさらなる推進についてどのように考えるか。

外来機能の分化の推進

特定機能病院等における逆紹介のさらなる推進についてどのように考えるか。
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NICHII Communication of medical care 情報通信機器を用いた診療

前回改定を踏まえ、今後のオンライン診療の適切な推
進についてどのように考えるか。
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NICHII Communication of medical care 医療提供体制について

「新たな地域医療構想におけるとりまとめ」において、
高齢者救急・在宅医療の需要等が増加する中、
地域の実情に応じて医療機関の役割分担を明確
化し、医療機関の連携･再編･集約化を推進する
ことが重要であり、病床の機能分化･連携に加え、
地域ごとの医療機関機能（高齢者救急の受入、
在宅医療の提供、救急･急性期の医療提供等）
及び広域な観点の医療機関機能（医育及び広
域診療等の総合的な機能）の確保に向けた取
組を推進するべきとされた。

令和6 年度診療報酬改定においては、急性期一般入院
料１の平均在院日数や、重症度、医療・看護必要度の
基準・項目内容の見直し等が行われた。その後、急性期
一般入院料１及び４を算定する病院数が減少し、その
他の急性期一般入院料を算定する病院数が増加した。

急性期医療機能を効率的・持続的に、適切に確保するための評価のあり方について、人口減少や担い手の減少、 
「新たな地域医療構想のとりまとめ」等を考慮に入れたうえで、どう考えるか。

急性期入院医療

急性期の入院医療を評価する指標として、平均在院
日数、重症度、医療・看護必要度等とともに、総合
入院体制加算や急性期充実体制加算において、救
急搬送件数や全身麻酔手術件数、総合性等が用
いられている。適切な医療機関の評価を通じて、急性
期の入院医療がその役割を一層発揮するとともに、地
域における効率的・持続的な医療提供体制の構築
を推進する必要がある。

入院患者が高齢化し、急性期においても要介護
者への対応、リハビリテーション等、生活を支える機
能が求められている中での、急性期入院医療にお
ける病棟の機能とその評価についてどう考えるか。
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NICHII Communication of medical care 包括期入院医療

「新たな地域医療構想のとりまとめ」において、高齢
者救急等を受け入れ、入院早期からの治療ととも
に、リハビリテーション・栄養・口腔管理の一体的取
組等を推進し、早期の在宅復帰等を包括的に提
供する機能、急性期を経過した患者への在宅復
帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機
能が「包括期機能」として位置づけられた。

• 入院患者における85歳以上の高齢者の割
合が増加し、救急搬送率も同世代で特に
増加している。高齢者の入院医療において
は、多疾患併存、認知機能の低下、ポリ
ファーマシー等に留意しつつ、早期のリハビリ
テーション介入や栄養・口腔等の一体的な
管理、入院当初からの在宅復帰をめざした
入退院支援等が重要である。

• こうした背景を踏まえ、令和６年度診療報
酬改定では、高齢者の救急患者等に対して、
一定の体制を整えた上でリハビリテーション、
栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機
能を包括的に提供する役割を担う病棟とし
て、多職種の配置等を要件とする地域包括
医療病棟が創設された。令和７年３月時
点で、届出医療機関数は149 施設であっ
た。

高齢者の入院医療を担う医療機関における、救急
受入や在宅医療の後方支援、高齢者の医学・生理
学的特性を踏まえた包括的な治療、新設された地
域包括医療病棟におけるアウトカム評価のあり方、リ
ハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る一体的
な取組や多職種の役割等について、どのように考える
か。

回復期リハビリテーション病棟については、病床数や届
出医療機関数が経年的に増加しており、他の病棟に
比べて療法士が集中している。提供される疾患別リハ
ビリテーションは、いずれの施設においても脳血管疾患
等リハビリテーション、運動器リハビリテーションが大半で
ある。一方で、各施設の実績指数の変化にはばらつき
がある。

回復期リハビリテーション病棟における、質の高いリハビリ
テーションのあり方や、集中的なリハビリの効果が発揮さ
れる患者像、その評価方法や地域包括ケア病棟との
役割分担についてどのように考えるか。
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NICHII Communication of medical care 慢性期入院医療

「新たな地域医療構想のとりまとめ」において、慢性
期医療の提供体制については、地域の資源の状
況に応じて、療養病床だけでなく、在宅医療や介
護施設・高齢者向け住まい等とあわせて構築して
いくことが重要とされている。

障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院
料１・入院医療管理料を届け出る医療機関数・
病床数は、令和４年以降、概ね横ばいから微減で
あった。特殊疾患病棟入院料２の医療機関数・
病床数はわずかに増加していた。

療養病棟における医療区分の見直しの影響や、療養
病棟を含む慢性期の病棟で提供すべき医療について、
どのように考えるか。
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いきいきホスピタル １

厚生労働省は、薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報を専用ページに更新し、
2025年7月16日の適用品目を反映しました。医療用医薬品として官報に告示（薬価基準に収載）
されている品目は約1万3千程度あり、専用ページでは各区分を整理したリストや診療報酬上の取扱いに
関する情報を集約しています。

本リストでは、「先発医薬品」、「同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品」及び「診療報酬
において加算等の算定対象となる後発医薬品」、「後発医薬品のある先発医薬品」、「準先発品」として
区分しています。

後発医薬品として承認された医薬品であっても、先発医薬品と薬価が同額又は高いものについては、
診療報酬における加算等の算定対象とならない後発医薬品として「★」印を付し、「後発医薬品のある
先発医薬品」であっても後発医薬品と同額又は薬価が低いものについては、診療報酬における加算等の
算定対象とならない「後発医薬品のある先発医薬品」として「☆」印を付しています。

この他、後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱い及び2024年度薬価
改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについても、新たな薬価収載に応じてリストが更新されて
います。本来は、保険薬局において、薬剤情報提供文書により、調剤した薬剤に対する後発医薬品に
関する情報提供を行う際に使用する情報と思いますが、参考として共有します。

薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について

https://www.mhlw.go.jp/topics/2025/04/tp20250401-01.html

内用薬の例

https://www.mhlw.go.jp/topics/2025/04/tp20250401-01.html
https://www.mhlw.go.jp/topics/2025/04/tp20250401-01.html
https://www.mhlw.go.jp/topics/2025/04/tp20250401-01.html
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いきいきホスピタル ２

2025年7月1日、厚生労働省医政局 「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省
推進チームの会合において、医療DXの進捗状況と電子処方箋・電子カルテの新たな目
標設定が示されました。その内容をご紹介します。

電子処方箋・電子カルテの目標設定等の概要について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59229.html

第７回「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム
医療DXの進捗状況について 厚生労働省 2025.7.1

オンライン資格確認の利用状況ですが、
利用率は急激に伸びてきていますが、
2025年5月実績として、2億３千万
のうち６千７百万ですから、全体では
まだ３割弱程度です。約７割が保険
証を利用しています。

いかにしてマイナ保険証の利用を増や
していくかも課題となっています。

スマートフォンにもマイナ保険証が搭載でき
るようになりましたので、スマートフォンを利
用する場合の顔認証付きカードリーダーの
選択ができるように、環境整備を行う必要
もあります。

2023年1月から運用が開始された「電
子処方箋」ですが、2025年６月22日
現在で約7万の施設（70,212施
設）で運用が開始済です。運用が多い
のが薬局ですでに82.5％が運用開始
済となっており、今夏には概ね全ての薬
局での導入が見込まれています。一方
で、医科の病院・クリニックはそれぞれ、
13％、19％と低い導入率となっていま
す。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59229.html
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医療機関の導入は約1割程度にとどまると
いうことで、国は、導入阻害要因の解消に
向け、新たな導入・利用促進策、周知広
報の強化、効果検証等を実施するとして
います。

第７回「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム
電子処方箋・電子カルテの目標設定等について 厚生労働省

2025.7.1

電子処方箋の導入を進めるにあたっては、電子
カルテが導入されていることが重要であることから、
電子カルテを導入済の医療機関と未導入の医
療機関とに分けて考える方針となりました。

⚫ 導入済の医療機関：電子カルテを更改する
タイミング等で、電子カルテ情報共有サービス
への対応とともに一体的に電子処方箋の導
入を促進

⚫ 未導入の医療機関：電子処方箋機能を
実装する標準型電子カルテの導入もしくは
電子カルテ情報共有サービスに対応したクラ
ウド型電子カルテとの一体的な導入を促進

電子処方箋については、「概ね全国の医療機関・薬局
に対し、2025年３月までに普及させる」 こととしていま
したが、実現できませんでしたので、新たな目標を設定
することになりました。

◼ 2030年までに、すべての医療機関へ患
者医療情報を共有する電子カルテとして
導入を目指します。

◼ 電子カルテの仕様は既存オンプレミス型か
らクラウドネイティブ（SaaS等）への移
行を促進します。

電子処方箋の導入を諦めたわけではなく、一気に導入を
進める方針へと転換したことを意味する

新たなスケジュールの着眼点は、「2026～2027年度」の導入タイミング（リミットは2030
年）が明確になった点です。「電子カルテ」「電子カルテ情報共有サービス」の導入に向けた準
備を行い、適宜レセコンメーカーやシステムベンダーに確認していきましょう。
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算定 à la carte

G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入手技について

抗がん剤投与における手技として、リザーバーやカテーテルが腫瘍またはその栄養血管に挿入されて、抗腫瘍

剤を投与する場合には、「G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入手技」が算定されます。しかし、抗がん剤の種

類や薬剤の適応、用法・用量によっては、動脈内投与や髄腔内投与が禁忌となることがあり、そのような場合

には中心静脈からの全身投与が選択されます。つまり、全身投与の場合は、G003抗悪性腫瘍剤局所持続

注入165点を選択するのは誤り、ということになります。今回、支払基金より下記の文書が届いた医療機関が

ありました。今後は返戻・査定の可能性もありますので、注意喚起いたします。

抗悪性腫瘍剤局所持続注入手技（G003）は、「皮下植込型カテーテルアクセス等を用いて抗悪性腫瘍

剤を動脈内、静脈内、腹腔内に局所持続注入した場合に算定する。」とされています。リザーバーやカテーテル

が腫瘍自体や腫瘍の栄養血管などに挿入されて、抗腫瘍剤を投与した場合に算定されるものです。したがって、

抗腫瘍剤によっては、適応、用法・用量により、動脈内投与や髄腔内投与が禁忌となる薬剤があります。それら

の薬剤を投与する場合は、中心静脈からの全身的な投与に限られます。貴院におかれましては、全身投与と思

われる抗悪性腫瘍剤の投与において「G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入を算定し、本来の用法とことなる

手技料で請求されているレセプトが多数ございます。診療内容、投与薬剤等を確認いただき、適正な手技料で

の算定をお願いします。

社会保険診療報酬請求書審査委員会の連絡事項

G006 植込型カテーテルによる中心静脈注射（１日につき） 125点

通知

(１) 植込型カテーテルにより中心静脈栄養を行った場合は、本区分により算定する。

K618 中心静脈注射用植込型カテーテル設置を算定している場合に、「G006 植込
型カテーテルによる中心静脈注射」の算定が可能になります。

G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入（１日につき） 165点

注 皮下植込型カテーテルアクセス等を用いて抗悪性腫瘍剤を動脈内、静脈内又は腹腔内に局所持続注入した場合に
算定する。

診療報酬点数表より抜粋

K611 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置を算
定している場合に、「G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入」の算定が可能になります。

G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入とは、

何回も繰り返し投与できるようにカテーテルを留置して、動脈、静脈、腹腔内など、目的とする部位に抗悪性腫
瘍剤を持続的に注入する方法である。カテーテルと薬剤を注入するリザーバーは、感染を防ぐため皮下に埋め込
んでおく。抗悪性腫瘍剤はリザーバーに針を刺して注入する。

医学通信社臨床手技の完全解説より
「局所」に限られます

【参考】
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